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令   和   4 年    〔ヨ   月

定 例 孝女 育 委 員 会

1

革 睛 県 教 育 → 員 会





3月 定例会 (1)

開 催 目 時 令和 4年 3月 20日 (火) 14時 00分

開 催 場 所 県庁行政棟 「教育委員会室」

1 教育長報告

2議  題

O第 40号議案

長崎県立学校管理規則の一部改正について (県立学校改革推進室)

○第41号議案

´ 文化財の県指定等について (学芸文化課)

3報  告

(1)県立学校情報セキ畢リティポリシーの改正について                    (総 務課)

(2)ス クール・ ミッションの再定義及びスクール・ポリシーの策定について

(県立学校改革推進室・高校教育課)





第 40号議案

(総 務 課)

長崎県立学校管理規則の一部改正について

(提案理由)

「令和 2年度公立高等学校・県立中学校生徒募集定員」で募集停止とした県立島原

農業高等学校 「農業科学科、園芸科学科、食品科学科、生活福祉科」を、令和4年

3月 31日 をもつて学科廃止することに伴い、長崎県立学校管理規則 (昭和 51年長

崎県教育委員会規則第 3号)の一部を改正しようとするものである。

(内  容)

別紙規則案のとおり

令和 4年 3月 でヽ学科再編による旧学科の生徒が卒業したことに伴い、学科廃上の

ための所要の改正を行 う。 l男け表第 1関係 )

施行 日 :Z缶不口4年 4月 1日

(最終改正年月日 令和 4年 3月 18日 )
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(規則案)

長崎県立学校管理規則の一部を改正する規則

長崎県立学校管理規貝J(昭和51年長崎県教育委員会規則第 3号)の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改  正  後 改  正  前

(ア )

1(第 2条関係)

高等学校 (ア )

1(第 2条関係 )

高等学校

学科

ビジネ
科

ス

サイエ

科

課程

日制

位置名称
学科

科

品サイエ

ス科

活創造科

ビジネ

ン

課程

日制

位置名称

Ｉ
Ю
Ｉ

附 則

この規則は、令和 4年 4月 1日 から施行する。



第 41号議案

(学芸文化課)

文化財の県指定等について

(提案理由)

長崎県文化財保護条例第4条第 1項の規定に基づき、3件の文化財を新たに県指定

とし、 1件の県指定文化財の指定名称及び員数を変更しようとするものである。

(内 容)

1 県指定する有形文化財 (建造物)

「樋口橋」 (佐世保市)

所有者 長崎県

2 県指定する有形文化財 (美術工芸品)

「紙本著色 永覚元賢像」 (長崎市)

こうたい じ

所有者 宗教法人 皓台寺

3 県指定する有形文化財 (美術工芸品)

進晟要亀導の平程拳催象 (壱農市)

所有者 宗教法人 安国寺

4 県指定文化財の指定名称及び員数の変更

磋晟婆自導の私替笈び拡貫 7ン≪」(壱岐市)

(旧名称及び員数)「安国寺什物 10点」

所有者 宗教法人 安国寺
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【指定理由】

1 有形文化財 (建造物)「樋口橋」

本橋は、佐々川中流域の佐世録市吉井町の中心地に大正 11年 (1922)(橋 梁 台

帳による)に架設した石造二連アーチ橋である。橋 長 36.Om、 幅員 6.3mの

規模を持ち、アーチはスパン (径間)14.5mと 13.8m、 ライズ (高 さ)3.8
mである。

橋の姿は、橋 台を垂直に立ち上げ、その上に弓型アーチを架ける。スパンとライ

ズの比は力学的に安定するように設計されている。両岸橋台部及び中央橋脚部の支点

で腰折れ形式となるのは、近代的石造アエチ橋の典型である。石材は、地元立石の小

ヶ倉山より切り出した砂岩が用いられている。石材表面を粗面に仕上げ、その縁を輪

石はコの字に、壁石はコの字と横 L字に縁取りする。この仕上げは、輸石や壁石、橋

台のみならず(護岸石垣に至る全ての石材にまでみられ、石工独自の手法による工夫

が疑らされている。

本橋は、長崎県内の石造二連アーチ橋として諫早市の眼鏡橋 (重要文化財)に次

ぐ規模を誇り、石材の表面仕上げはデザイン性が高く、重厚な美しさを有す。大きな

災害 (昭和42年 (1967))1こあいながらも架設当時の姿を維持し、堅固な草道とし

て地域の生活を支えている。

本橋は、本県における石造アーチ橋の架設技術の発展と地方道路が近代化する過程

を示す土木構造物として重要であり、技術力、デザイン性からみても貴重であること

から、条例第 4条第 1項に基づき県有形文化財に指定するものである。

て・

Lil…

主  ■ヽ _

、ゞ
　

一
ぎ

一

　

，
・．一

ド
・

．一

，′

メ

導

。!オ :「 ェ

-4-

´
―

‐
f■



2 有形文化財 (美術工芸品)「紙本 著 色 永覚元賢像」

中国の曹洞寺院である湧泉寺 (中国福建省福州市郊外)の住職を務めた永覚元賢

(1578～ 1657)を描いた肖像画で、長崎市寺町の時台寺 (曹洞宗)に伝わる。像の上

部には、元賢自筆の漢詩が別紙で貼 り継がれている。法量は縦 118,l cm、 横
かけふくそう

47. 2 cm。 捌ヽ幅理こ。

延宝 5年 (1677)に皓台寺 5代住職の逆 流禎 順 (?｀ 1694)は、大仏を建立す

る。その話は中国の曹胴僧、為森遣需 (1615～ 1702)に伝わり、道需の師である永

覚元賢の肖像画が皓台寺に贈られた。江戸時代における日中の文化交流としては、

黄乗文化の流入が知られるが、曹洞宗も中国との独自の交流があらたことは注目さ

れる。作者は不明であるが、顔の描画技法は中国 。明代の肖像画にみられるもので

あることから、制作時期は17世紀半ぼと考えられている。

本作品は、江戸時代に中国から日本へもたらされた経緯が分かる絵画の数少ない

事例の一つであり、わが国における中国文化の受容の多様性を示す資料として貴重

であることから、条例第4条第 1項に基づき県有形文化財に指定するものである。
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3
い き あんこくし  ちゅうせいもんじょ

有形文化財 (美術工芸品)「壱岐安国寺の 中 世 文書」

壱岐の安国寺は、足利尊氏が全国に建立を求めた寺院の一つである。開山には

飴碧僧の熱滝発盤を招いた。

安国寺の中世文書 11点は、室町時代から戦国時代までのもので、足不可義満が

発 給 した文書 3点、無隠元晦関連の文書 2点、松浦党関係の文書 6点からなる。

応永 3年 (1396)に足利義満が僧・顕悦を安国寺の住持に任命した公 帖は、全

国的にみても遺例が少なく、室町将軍と安国寺と関係が深いことを示している。

松浦党関係文書は、15世紀中期の松浦党諸氏が壱岐島を分治していた当時の状

況を伝える。寛 正 3年 (1462)の 志佐 義 の古文書は、安国寺に封して仏殿造営の

ために石田郷を寄進するという内容で、志佐氏による安国寺保護のあり方がうかが

える。                       ・

本件は、壱岐の安国寺や松浦党のようすを伝え、中世文書の乏しい壱岐の歴史を

知る貴重な資料として学術的価値が高いことから、条例第4条第 1項に基づき県有

形文化財に指定するものである。
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4 県指定文化財の指定名称及び員数の変更

昭和 50年 (1975)1月 7日 付けで県指定有形文化財 (美術工芸品)に指定され

た安国寺什
う
栃 (10J煮 )は、室町時代の紹称器禁遭羅漢稜 (二臆)な ど絵画 5υ煮、

足利義満が発 給 した古文書 3点、仏具 2点の計 10点からなるよ

このうち古文書 3点について、古文書学的価値づけを行い、ほかの中世文書と併

せて前頁の「壱岐安国寺の中世文書」として指定することにより、「安国寺什物
い き あ ん こ く じ

「壱ば度安国寺の
およ  ぷ つ ぐ

及び仏具
お
q

10J点」から

るものである。

紹称器肇遭羅I魏脅(二幅)

絹本着色羅漢請雨図 (一幅)

絹本着色十 六善神図 (す幅)

絹本着色釈迦文殊普賢三尊像 (一幅)

文明九 (1477)天丁酉銅製雲版 (一面)

銅造工鈷鈴 (一個)

応永二年 (1396)安 国寺住職任命書 (一通)

応永十年 (1403)聖 福寺住職任命書 (一通)

応永十二年 (1406)安国寺寺領書 (一通)

7点 | に、指定名称及び員数を変更す

「壱岐安国寺仏画及び仏具」 7点

「壱岐安国寺の中世文書」
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(参 考)長崎県文化財保護条例 (抄 )

第4条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財 (法第 27条第 1項の規

定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)の うち県にとつて

重要なものを県指定有形文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、

指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なけ

ればならない。ただし所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、こ

の限りでない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、

長崎県文化財探護審議会 (メ下「文化財保護審議会」という。)に諮問しなけれ

ばならない。
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件 名
県立学校情報セキュリティポリシーの改正について

概  要

1.「県立学校情報セキュリティポリシー」とは

「長崎県立学校情報セキュリティポリシー」とは、児童生徒の個人

情報をはじめとする学校の情報資産を漏えいや改ざんから守 り、教育

活動の充実 と効率化を進めるために、県立学校のすべての教職員が遵

守すべき共通ルールであ り、

・基本方針 :ポ リシーの基本理念

・姑策基準 :セ キュリティ対策の具体的な基準

で構成している。

2.背景及び目的

。新教育用高速無線LANの構築

・教員用及び児童生徒用の一人一台端末の整備

以上のことから、今後本格的な利活用が見込まれるクラウドサービスな

ど、加速度的に変化していく教育環境に対応するため、セキュリティポリ

シーの抜本的な改正を行なう。

3.改正のポイント

(1)一人一台端末の利活用促進

教員用下人一台端末を新たに定義し、今後一層の利活用が可能とな

るよう、情報資産について再整理。

(2)ク ラウドサービスの利用

クラウドサービスを内容・種類によつて分類し、その分類に応じて、

利用時の申請手続きについて再整理。

報 告 事 項 (1)
総 務 課
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概  要

4.学校への周知等

.1月 31日 ～2月 15日 改正案の学校ヒアリングを実施。

・ 3月 2日 県立学校情報セキュリティ委員会で改正案了承。

・ 3月 16日  ※セキュリティマニュアルも含めて学校へ改正通知。

・4月 1日 施行

※「セキュリティマニュアル」とは

基本方針及び対策基準を1冊にまとめ、Q&Aや図表により解説

した、県立学校情報セキュリティポリシーの「手引書」。
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件  名
スクール・ミッションの再定義及びスクール・ポリシーの策定について

概  要
1 .目 的

各高等学校の特色化・魅力化を推進するため、学校教育法施行規則の

一部が改正 (令和 3年 3月 31日 )され、各高等学校では入口から出口

までの教育活動の指針 (ス クール・ポリシー)を定め、公表することが

規定された。

また、設置者は、各高等学校の存在意義や社会的役割等 (ス クール・

ミッション)を再定義することが望ましいとされており、令和 4年度中

に所要の作業を進めようとするもの。

2.内容

(1)ス クール・ミッション

学校教育目標等が拍象的で分かりにくい、校内外への共有 。浸透が

不十分といつた指摘があることから、在籍する生徒はもとより、高等
学校に関わる保護者 。地域住民・地方公共団体や地元産業界等に姑し

て分かりやすく学校の社会的役割や教育理念を示すことが必要となる。

(2)ス クール・ポリシエ    i
高等学校教育の入口から出口までの教育活動を一貫した体系的なも

のに再構成するとともに、教育活動の継続性を担保する。

【二つの方針】

① 育成を目指す資質・能力に関する方針 (グラデュエーション・

ポリシー)

② 教育課程の編成及び実施に関する方針 (カ リキュラム・ポリシー)

③ 入学者の受入れに関する方針 (ア ドミッション・ポリシー)

3.時期等

スクール・ ミッション、スクール・ポリシ‐とも課程ごとに再定義、

策定する。

(1)ス クール・ミッション

各高等学校やその立地する市町等と連携し、令和 5年 1月 を目途に

再定義する。

(2)ス クマル・ポリシー                …

各高等学校において策定し、令和 4年 6月 に「令和 5年度長崎県公

立高等学校入学者選抜実施要項」において一部公表を予定している。

※具体的な作業スケジュールは参考資料 1の とお り。

報  告  事 項  (2)
県立学校改革推進室 。高校教育課
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参考資料 I

スクール ロミッションの再定義及びスクール Bポ リシーの策定 B公表までの

具体的な作業スケジニール

【スクール・ミッション】

【県】総務課県立学校改革推進室  【学】各学校

【スク‐ル 。ポリシー】

【県】高校教育課  【学】各学校

時 期 作 業 等

令不日4年  2月 【県】学校へ原案作成依頼

令和 4年 5月 26日 (木)ま でに 【学】原案の提出

〃  6月 ｀ 8月 【県】各学校との内容調整

【学】学校評議員会等への意見聴取
〃  9月 ～ 10月 【県】立地する市町への意見聴取

〃  11月 ～ 12月 【学】【県】意見等を踏まえた再整理

令和 5年  1月 【県】教育委員会報告、公表

時 期 作 業 等

令和 4年  2月 【県】学校へ原案作成依頼

〃 4月 下旬 【学】高校教育課へ提出 (別途通知)

〃   6月 【県】R5入学者選抜実施要領や各高校の学校案内等に掲載

令和 5年  1月 ～ 3月 【学】スクール・ ミッションの再定義を踏まえて再検討
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